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肝細胞癌に対する術前の説明義務 

メディカルオンライン医療裁判研究会 

 

 

【概要】 

 Ｈ病院（医大付属病院）において肝細胞癌と診断され開腹手術を実施したが術中に細胞癌が見つからず，そ

の後肺癌で死亡した患者Ａ（男性，６９歳）について，手術の施行は違法であるとされ８８０万円の損害賠償請求

が認められた事例。（請求額７８９３万円余り） 

 

キーワード： 肝細胞癌，肝切除，説明義務，侵襲による身体的ダメージ 

判決日：京都地方裁判所平成１４年３月１２日判決 

結論：一部認容 

 

【事実経過】 

年月日 詳細内容 

平成 6年 

10月 24日 
Ｉ医院にて肝機能の異常を指摘

される。 

11月 11日 Ｊ医院（近医）にて胸部レントゲン

検査にて異常陰影が認められ

る。 

11 月 12 日から

12月 5日 
Ｋ病院受診し，肺炎と診断され入

院。 

11月 17日 腹部超音波検査にて，肝臓Ｓ２

域に直径１６．２ミリメートルの嚢

胞の存在を指摘されるとともに，

慢性肝障害と診断された。 

平成 7年 

4月 27日 

ＡはＫ病院外来にて，肺炎と診

断されて即日入院した。 

5月 2日 Ｏ医師は，Ｉ病院にて肝機能の異

常を指摘されていたこと，Ａから

肝臓も診察してほしいとの申し出

があったことから，腹部超音波検

査を受けさせた。検査を担当した

Ｓ医師は，「肝臓右葉のＳ５域に

１．３センチメートル大の低エコー

病変があり，腫瘤が疑われる。慢

性肝障害はありそうだが，肝硬変

を疑わせる所見はない。肝腫瘍

が疑われ，肝細胞癌を除外する

必要がある。」と指摘した。 

5月 9日 上腹部のダイナミック・ダブルヘ

リカルＣＴ検査を実施。検査を担

当したＴ医師は，「肝臓のＳ５－６

域に早期相で直径１．５センチメ

ートルの造影を受ける腫瘤が認

められるが，後期相では周囲の

肝実質と等濃度で検出できな

い。造影パターンからは，この腫

瘤が肝細胞癌であることを第一

に疑う。」と指摘した。 

5月 16日 ＡはＫ病院消化器センターのＰ

医師の診察を受けた。Ｐ医師は，

５月２日の超音波検査，５月９日

のダイナミック・ダブルヘリカルＣ

Ｔ検査の結果から，肝臓の右葉

に肝細胞癌が疑われる腫瘤性病

変があると診断し，Ａに対して精

密検査のため入院を勧めるととも

にＢに対し「肝臓に１．５センチメ

ートル位の大きさの出来物がで

きていて，これは肝臓の癌です。

手術をしなければ３年はもちませ

ん。」と説明した。 

5月 23日 Ａは腫瘤性病変の精密検査のた

めＫ病院に入院した。 

Ｐ医師は，アルファフェトプロテイ

ン（ＡＦＰ）及びＰＩＶＫＡ―〈２〉の

検査を行ったが，いずれの数値

も正常であった。また，肝臓部分

の触診によっても腫瘤に触れる

ことはできなかった。 
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単純ＭＲＩ検査が行われたが，肝

臓のＳ５－６域内に占拠性病変

は抽出されなかった。 

5月 24日 Ｐ医師はＡに対し，「やはり肝臓

癌に間違いないですね。外科的

手術が必要ですね。手術をしな

いと３年はおろか，半年いいえ１

年はもちませんよ」と説明した。 

5月 25日 Ｐ医師は，肝臓について血管造

影検査を施行し，ＣＴ－ＡＰ検査

を行うとともに，リピオドールの注

入を行った。その結果，血管造

影検査では，通常のレントゲン写

真およびＤＳＡ（コンピュータを用

いた写真）の双方で，Ｓ５－６域

付近に１センチメートル余の明瞭

な濃染像が認められ，ＣＴ－ＡＰ

検査ではＳ５－６域に門脈血流

が欠損した像が認められた。 

入院中Ｐ医師は，ＡとＢ（Ａの妻）

に対して手術を勧めた。Ｐ医師は

Ｈ病院宛に「造影ＣＴ検査，血管

造影検査，ＣＴ－ＡＰ検査等から

肝細胞癌を考えている。アルコ

ール多飲の病歴はあるが，ＨＢＳ

抗原，ＨＣＶ抗体，肝予備能は十

分であり，単発であれば手術に

て期待できる症例かもしれない。

経過観察，ＣＴ検査（リピオドー

ルＣＴ検査）にて，他に明らかな

ものがなければ手術をと考えて

いる。」旨の紹介状を作成した。 

5月 29日 退院 

6月 6日 ＡはＰ医師作成の紹介状及びＫ

病院で撮影した各種フィルムを

携えてＨ病院を訪ねＲ医師の所

見を訪ねた。 

Ｒ医師は，フィルムを見たうえで，

Ａに対し「おそらく肝細胞癌であ

ろう。今なら小さいので，もし１個

だけなら手術を行うのが最も良い

と考える。」との所見を示した。 

6月 26日 Ａは肝切除術の目的でＨ病院に

入院した。手術は７月３日に予定

された。 

平成７年６月２８日，発熱があり胸

部レントゲン検査の結果，両肺に

胸膜の肥厚が，左肺下葉に浸潤

性の硬化像が認められ，Ｑ医師

は肺炎ないし肺胸膜炎と診断し

た。手術を７月１２日に延期。 

7月 2日ころ Ｑ医師は，Ａの肺疾患の病名に

ついてそれまで肺炎ないし肺胸

膜炎と診断していたが，そのころ

行われたＲ医師との協議の中

で，肺化膿症ではないかと考え

るようになり，①肝切除後の合併

症予防のために有効であること，

②肺化膿症としての手術適応も

あると判断したころから，肝切除

術と同時に左肺下葉の切除術を

施行することとした。 

7月 10日 ＡおよびＢは，Ｑ医師から肝切除

術および左肺下葉切除術につい

て説明を受け，翌１１日，同意書

を提出した。同意書には，「（左

肺下葉切除と肝細胞癌後下区域

切除の）実施中に必要な操作と，

これらの目的にかなった全身，

又はその他の麻酔を受けることも

併せて同意しました。」との記載

部分がある。なお，Ａ及びＢは，

手術前にＨ病院およびＫ病院の

医師から，肝細胞癌の存在につ

いて消極的な所見があること（腫

瘍マーカー結果，ＭＲＩ結果，リピ

オドールＣＴ結果等）及び肝細胞

癌の治療法として内科的治療法

があることを説明を受けていな

い。 

7月 12日 午前中，Ｖ医師の執刀で左肺下

葉の切除術が実施された。 

引き続き午後，Ｒ医師の執刀によ

り，肝細胞癌の摘出のため，皮

膚切開が腹腔部分にまで延長さ

れた。Ａの肝臓は，色調，形，辺

縁，硬度ともに正常で，腫瘍を触

知できなかった。Ｒ医師は術中

超音波検査を行ったが肝腫瘤を

発見できず，続いて右肝動脈か

ら炭酸ガスを注入しつつ超音波

検査をおこなう所謂アンギオエコ

ー検査を行ったが，それでも肝

腫瘤を発見することはできなかっ

た。Ｒ医師は，再度アンギオエコ

ー検査実施しようと考えたが，炭
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酸ガスによって空気塞栓が生じ

術後胆嚢が壊死して胆嚢炎を生

じる危険があることから，２度目の

アンギオエコーに先立って胆嚢

を摘出した。その後，アンギオエ

コー検査を実施したが腫瘤の発

見には至らなかった。 

Ｒ医師は，事前の諸検査で腫瘤

があるとして判断した像は，ＡＰ

シャントであり肝細胞癌ではない

と判断し，縫合閉鎖し手術を終

了した。 

8月 7日 ダイナミック・ヘリカルＣＴ検査が

行われたところ，やはり早期相に

おいて，肝臓のＳ６域に濃染像が

認められ，放射線科医師はＡＰ

シャント又は肝細胞癌の可能性

を指摘した。 

8月 21日 ドップラーエコー検査が実施され

たが結果は不明瞭であった。Ａ

はＨ病院を退院，その後経過観

察のため同病院に定期的に通院

し，Ｒ医師が担当した。 

平成 8年 

6月 20日 

ＡがＬ医院にて胸部レントゲン撮

影を受けたところ，肺癌に罹患し

ていることが判明した。 

7月 1日 Ａは肺癌治療の目的でＭ病院

（国立療養所）に入院。 

10月 13日 肺癌の全身転移により死亡。 

 

【争点】 

１ Ｋ病院の医師が，Ａに対して肝細胞癌の疑いが

強く肝切除の適応があるとして手術を勧めたことの

適否 

２ Ｈ病院の医師がＡに対して肝切除のための開腹

手術をしたことの適否 

 

【判決の概要】 

１ 本件手術前の画像が，ＡＰシャントを描出したも

のであり肝細胞癌ではなかった可能性が強いという

べきではあるが，Ａの遺体解剖が行われなかった本

件において，Ａに肝細胞癌がなかったと断定するこ

とはできない。 

ダイナミック・ダブルヘリカルＣＴ早期相でＳ５－６

域に濃染像がみられたこと，血管造影検査でも同じ

部位に濃染像がみられたこと，ＣＴ－ＡＰ検査でも同

じ部位に門脈血流の欠損像がみられたことに照らせ

ば，Ｐ医師がした腫瘤が存在する旨の診断のみなら

ず，その腫瘤が肝細胞癌であると疑った質的診断も

相当な理由のあるものであ，Ｐ医師が肝細胞癌を疑

ったことには十分な根拠があった。 

なお，Ｐ医師は，肝生検を実施することなく肝細胞

癌との診断をしたものであるところ，肝生検による組

織検査で癌細胞が確認できればそれによって確定

診断が下せることになるが，上記のとおり，ダイナミッ

ク・ダブルヘリカルＣＴ検査，血管造影検査，ＣＴ－Ａ

Ｐ検査等でも質的診断が可能である一方，肝生検に

は播種等の危険があるから，これを実施することなく

診断をしても，これに落ち度があるということはできな

い。 

２ Ｒ医師がＡについて肝細胞癌との診断を下したこ

とには合理性があったということを前提としても，その

治療方法の選択については慎重な考慮を必要とす

る。 

すなわち， 

①本件消極所見（腫瘍マーカーが陰性であったこと，

ＭＲＩ検査で腫瘍が描出されなかったこと，リピオドー

ルの集積所見が認められなかったこと，Ａが肝細胞

癌のハイリスク群患者（ＨＢＳ抗原陽性者，ＨＣＶ抗体

陽性者，肝硬変患者）ではなかったこと，ダブルヘリ

カルＣＴ検査の後期相で低濃度の像が描出されな

かったこと）が肝細胞癌の存在と矛盾しないとはいえ，

多くの肝細胞癌の場合，これらの検査においても積

極所見が出るのが普通であり，本件消極所見のそれ

ぞれは肝細胞癌の存在と矛盾するものではないにし

ても，これらが複数あることによって肝細胞癌の存在

について一定の疑いは生じること， 

②本件積極所見によって肝細胞癌の存在を疑う合

理的な根拠があるとしても，これを断定できるもので

はなく，肝細胞癌以外にも，ＡＰシャント等，本件積

極所見と同一の所見を示す病像があること， 
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③肝細胞癌の確定診断のためには，播種等の危険

があるとはいえ，なお肝生検という方法が残されてい

たこと， 

④肝細胞癌に対する治療方法としては，肝切除術の

ほかに，エタノール注入療法，肝動脈塞栓法等の内

科的治療方法があったことを考慮すると，Ａの状態

が急いで肝切除術を実施するしか選択肢のなかっ

た事例であったとは解されない。 

すなわち，①の事実からすると，Ｋ病院で用いら

れたものよりも精度の高い機種によるＭＲＩ検査，経

過観察等によって肝細胞癌の存否をさらに確認する

方法を採ることが考えられるべきであり，肝細胞癌と

の判断を前提としても，内科的治療方法を試みる等

の，いくつかの選択肢があったというべきである。 

そうすると，Ｈ病院の医師としては，Ａに対し（Ａに

対して癌の告知ができないのであればＢに対し），診

療契約上の義務として，上記①ないし④の情報を提

供した上で自らの意見をも述べ，Ａの自己決定権を

保証するとともに，手術を実施する限りは，これらの

知識を前提とする真摯な同意を得て手術を実施する

べき注意義務があったというべきである。 

とりわけ，Ａのような高齢者の場合，手術という侵

襲によって受ける身体的ダメージが大きい上に，仮

に手術が成功しても必ずしも長い余命が期待できる

わけではないから，残された人生をいかに選択する

かについては本人の意思を尊重すべきであることも

考慮すると，正確な情報提供と，それに基づく判断

の機会の提供の必要性が高かったと言わなければ

ならない。 

しかるに，Ｒ医師及びＱ医師は，ＡないしＢに対し

て上記情報を提供せず，Ａの肝臓に肝細胞癌が存

在し，これを速やかに切除する必要がある旨の説明

のみをし，本件同意書に基づく同意を得て本件肝切

除術を施行したものであり，上記同意は正確な情報

を前提としない同意であって，真実の同意とは評価

できない。 

そうすると，本件肝切除術は患者の真実の同意に

基づかない手術として違法である。 

 

【コメント】 

１ 肝細胞癌の診断については，画像診断，直径２

センチメートル以下の肝細胞癌については超音波

ガイド下腫瘍生検などが挙げられている。 

科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン（２００５

年版）には，「肝細胞癌の診断が画像診断で確定さ

れる場合には組織診断の必要はない。」（グレード

Ｄ），「画像所見が非典型な場合に生検による組織

診の適応があるが，この場合にも，個々の症例に応

じて慎重にその適応を決めるべき」（グレードＣ２）と

されている。 

本判決は，このガイドライン公表前の事案ではあ

るが，「腫瘍播種」の危険性を鑑みて必ずしも生検を

要せず，画像診断から肝細胞癌を診断したことに十

分な根拠があるとしており，判断過程は肝癌診療ガ

イドラインに照らしても妥当と考えられる。 

２ 争点２について本判決は，Ｈ病院において肝細

胞癌と診断したことは適切であるが，患者および患

者家族に対して適切な情報提供を行わなかったた

め，患者の同意は真実の同意とはいえず手術は違

法と判断した。 

手術を含む医療行為は身体に侵襲を伴うもので

あるが，医学適応性がある疾病に対し医学的に相当

な方法で治療がなされた場合，正確な情報提供が

なかっただけで手術全体が違法となるのは論理的に

飛躍している。 

手術そのものが違法となれば，慰謝料はより高額

となるのが通常である。これに対して本判決におい

て開腹術に関連する慰謝料は４００万円であり，「違

法な傷害行為」により左肺下葉摘出，胆嚢摘出した

事例としては低額であると思われる。 

また説明義務違反があるが身体障害に至らない

場合には，一般的に自己決定権侵害として３００万

円から４００万円程度の慰謝料が認定されることが多

い。 
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結局のところ，本判決は「真実の同意に基づかな

い手術として違法」という論理的誤りのある厳しい表

現を用いているものの，手術自体は適法だが十分な

説明を欠き患者の自己決定権を侵害するものとして

慰謝料を認める事例と同様の結論を下している。 

３ 説明義務の内容について最高裁判所は，「医師

は，患者の疾患の治療のために手術を実施するに

あたっては，診療契約に基づき，特別の事情のない

限り，患者に対し，当該疾患の診断（病名と病状），

実施予定の手術の内容，手術に付随する危険性，

他に選択可能な治療方法があれば，その内容と利

害得失，予後などが説明義務の内容となる。」と判断

している（最高裁判所平成１３年１１月２７日判決）。 

治療法が複数ある場合には，どのような治療法を

用いるか最終的に選択するのは患者である。他方で

患者は，信頼する医師から提供された情報から治療

法を選択しなければならない。医師としてはそれぞ

れの治療法の内容，成績，身体への負荷の程度，

想定される合併症など，利害得失を十分に説明する

ことが必要である。 

最高裁判所の準則にしたがえば，今回の事例で

は医師としては「肝細胞癌として手術適応があり手術

すべきであると考えるが，他方で肝細胞癌との診断

に否定的な検査結果があり，Ａの年齢や手術療法に

よる予後を考えると内科的治療方法を検討する余地

はある。」と患者に述べることが不可欠である。また

「手術療法と内科的療法による成績の相違，高齢者

に対し侵襲度の高い治療法を用いることの当否，開

腹後腫瘤が見つからない際に胆嚢切除が必要とな

るアンギオエコー検査をして肝細胞癌を探すか否か，

術後肺炎合併症の可能性など」について説明するこ

とが求められる。 
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